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　医療制度改正により、10月から国民健康保険税の
年金からの天引き（特別徴収）が始まります。年金支
給の際に、あらかじめ保険税が年金から差し引かれ
ます。
■対象となる方
　国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未
満の世帯の世帯主（擬制世帯主を除く）で、受給され
ている年金が年額18万円以上の方（ただし、介護保険
料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1
を超えない場合）
※対象となる方については、7月に送付しています、
国民健康保険税決定通知書の特別徴収の欄に記載
していますのでご確認ください。
※次の①②のいずれの要件も満たす方は、申し出に
より、12月特別徴収分以降の保険税を口座振替で
支払うことが可能となります。

①これまで、保険税を納期限内に納めていただいて
いる方
②これからの保険税を、口座振替により納めていた
だける方
■平成21年度以降の納付について
　保険税の納付は年金支払月（4月、6月、8月、10月、
12月、2月）の年6回になります。
　4月、6月、8月の仮徴収期間は原則2月と同じ額を
お支払いいただき、10月、12月、2月の本徴収期間は
年間の保険税額から、仮徴収期間にお支払いただい
た額を差し引いた残額を3回に分けてお支払いいた
だきます。
詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ
税務課　市民税係　☎65-0679　ＦＡＸ63-4574

　観光スポット、お店、家庭などあらゆるところで見かける
信楽焼のたぬき。ユーモラスな顔立ちで日夜休まずわたし
たちを癒やし続けてくれています。そのたぬきの日頃の頑
張りに感謝し、1年に1度だけ休ませてあげようと、たぬきの
休日「たぬき休むでぇ〜（DAY）」ができました。
　これは、信楽町観光協会が、昭和26年に昭和天皇が信楽へ
お越しになった11月、たぬきが身につけている8つの開運
縁起にちなんで11月8日を日本記念日協会に申請、認可さ

れたものです。
　たぬきの休ませ方はいろ
いろあると思います。11月
8日はいつもとは違うたぬ
きとの接し方をしてみませ
んか。

※信楽町観光協会では、たぬ
きの休ませ方のアイデア、
たぬきの休日にお手伝い
していただけるスタッフ
を募集しています。応募は
ファックスもしくはホーム
ページから下記まで。
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たぬきの毎日の
頑張りに感謝
〜たぬき休むでぇ〜（DAY）・11月8日〜

問い合わせ・申し込み
信楽町観光協会　☎82-2345　ＦＡＸ82-2551
http://www.e-shigaraki.org/tanuki/
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